
番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

【実施段階検討】

【実施段階検討】

【実施段階検討】

【実施段階検討】1

素案の作成に当たっては、専門家
の意見を伺いながら作業を進めて
きたところです。今後の戦略の見
直しにおいても引き続き専門家の
意見を求めながら修正を行って参
ります。

3 全般 わかりやすく読みやすく
素晴らしいと思います。
この冊子を手に入れるた
めにはどうしたらよいの
か、配布場所もどこか目
立つ所に付記していただ
きたいです。（ネットが
使えない方もいます）

1

公立図書館への配置に向け、予算
の確保に努めて参ります。

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

2 全般 （補足意見）
山梨県がこれまで策定し
た諸計画の多くは、おし
なべてＣ（チェック）と
Ａ（アクション）の部分
が弱いように感じます。
毎年度の点検結果を踏ま
えて、取組をどのように
改善していくのかについ
て、関係諸団体との協議
も踏まえて取り組んでい
ただきたいと思います。

1

ご意見のとおり、関係諸団体との
協議も踏まえて取り組んで参りま
す。

1 全般 たいへんビジュアルで読
みやすく、「生物多様性
とは何か」「山梨の生物
多様性の特徴、現状、課
題は何か」を知るため
の、優れた「教材」に
なっています。「基本戦
略3　生物多様性の大切さ
を学び行動する」(62ペー
ジ)を達成するためにも、
この冊子を県内各小・
中・高・大学(学校教育で
活用)や公立図書館(社会
教育で活用)に配布してい
ただきたいと思います。

※ひと昔前なら一般県民
が購入できるような体制
づくりもお願いしたとこ
ろですが、ウェブ上にPDF
ファイルを置いていただ
ければ十分です。

1

策定後は、県ホームページ上にて
公開し、公立図書館への配置につ
いては、予算の確保に努めて参り
ます。

4 全般 「知らない」と「守れな
い」
それでやまなし生物多様
性地域戦略の完成には、
県内の自然状況をよく知
り、先端手的知見を有す
るような方の意見を求め
るシステムが必要であ
る。
専門家の参画が不可欠で
ある。

1



番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【反映困難】

【反映困難】

Ｐ２
【記述済み】

Ｐ２

【修正加筆等意見反映】

Ｐ３

【反映困難】

Ｐ４

9 第1章　戦略の基本的事
項　第1節　生物多様性
1-3　生物多様性がもた
らす恵み

サービス
この文言は、人が自然か
ら何かをしてもらうと位
置付けを示すものなので
「恩恵」と記すべきであ
る。日本人の自然からか
らも「恵み」と記した方
がわかりやいからであ
る。それでサービスの種
類の表現は調整サービス
は「調査の恩恵」に、基
盤サービスは「基盤的恩
恵」、供給サービスは
「供給の恩恵」などに変
更すること。また、教育
的「恩恵」も確実に分け
て、生物多様性の恩恵の
種類を5種とすべきであ
る。

1

子供から大人まで理解が深まる表
現として、「恵み」と表現しなが
ら、生物多様性国家戦略に合わ
せ、４つのサービスで説明してお
ります。

8 第1章　戦略の基本的事
項　第1節　生物多様性
1-2　生物多様性とは

長い進化の結果である
生物多様性は長い進化の
賜物であることをトンボ
や鳥などを事例として記
すと県民にはよりわかり
やすい。このままの文章
では理解困難となる

1

ご意見のとおり、「現在の生物多
様性は、私たちの周りに存在する
多種多様な生物が相互につながり
ながら、長い進化の歴史を経て、
つくられてきたものです。」と
し、進化に関わるトンボや鳥など
県民にわかりやすい事例について
は、今後、推進していく生物多様
性の教育の題材として、参考とさ
せて頂きます。

7 第1章　戦略の基本的事
項　第1節　生物多様性
1-1　生物たちの豊かな
つながり

生態系
人も生態系の一員である
ことを記すべきである。
これを記すことが生物多
様性保全の背景的な考え
の１つとなるからであ
る。

1

P2のコラムにおいて、「全ての生
物」に人間も含め説明しておりま
す。

6 第1章　戦略の基本的事
項　第1節　生物多様性
1-1　生物たちの豊かな
つながり

ヤマネの絵
ヤマネは逆さまに歩くの
特性なので ヤマネの絵は
逆さまに

1

ヤマネの特性をご教示いただきあ
りがとうございます。お送りいた
だきました資料の写真と同じ向き
としております。

5 表紙 「戦略」を策定したこと
をとても感謝していま
す。また、COP１５の新し
い知見も記載され図も見
やすいです。素案を補強
したい気持ちで以下意見
を出させていただきま
す。
「やまなし」＝「地域」
なので、「生物多様性や
まなし戦略」か「やまな
し生物多様性戦略」がい
いのではないでしょう
か。他県もそのような言
葉の組み合わせになって
います。

1

生物多様性基本法第十三条　第一
項に、「県は、生物多様性国家戦
略を基本として、区域内における
生物の多様性の保全及び持続可能
な利用に関する基本的な計画（以
下「生物多様性地域戦略」とい
う。）を定めるよう努めなければ
ならない。」と規定されているこ
とから、地域戦略としておりま
す。

2



番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【反映困難】

Ｐ６～７

【実施段階検討】

Ｐ７

【記述済み】

Ｐ７

13 第1章　戦略の基本的事
項　第1節　生物多様性
1-5　生物多様性に迫る4
つの危機

２行目
土地開発や改変、→土地
開発や「大規模太陽光発
電施設による」改変、
「」を追加してくださ
い。

1

太陽光発電施設の導入による問題
は、P44に詳しく記述しておりま
す。

11
～
12

第1章　戦略の基本的事
項　第1節　生物多様性
1-5　生物多様性に迫る4
つの危機

・４つの危機の例につい
て、県民に身近で具体的
で分かりやすい例を記載
して下さい。ホテイアツ
モリ→オキナグサ、イヌ
ノフグリ、アナグマな
ど。第2危機→ニホンメダ
カ、ヘイケボタルなど。
ナガエツルノゲイトウ→
アレチウリ、オオキンケ
イギクなど。
・４つの危機の例につい
て、県民に身近で具体的
で分かりやすい例を記載
して下さい。
第１の危機→ホテイアツ
モリに以下の下線部（2
箇所）を追加
（南アルプス等に生育す
るホテイアツモリやオキ
ナグサなどにも盗掘被害
が危惧されています。）
第２危機→ニホンメダ
カ、ヘイケボタルなど。
（中山間地では田んぼや
畑が放棄され、ニホンメ
ダカ、ヘイケボタルなど
里山の生物のすみかが減
少しています。）
第３の危機→ナガエツル
ノゲイトウに追加（アレ
チウリ、オオキンケイギ
クなど）（第３の危機
は、アレチウリやオオキ
ンケイギクなどの外来種
や・・・）

2

４つの危機の具体例としては、
様々な事柄が挙げられますが、Ｐ
７では戦略検討会議及び専門家の
意見も踏まえて、山梨県に特徴的
な内容を紹介させて頂いておりま
す。具体的でわかりやすい例につ
いては、今後、生物多様性の教育
を推進する取り組みの参考とさせ
て頂きます。

10 第1章　戦略の基本的事
項　第1節　生物多様性
1-4　急速に失われる生
物多様性

県内の生物に迫る絶滅の
危機
山梨県は、メダカ絶滅宣
言を日本で最初に行った
県であることを記すべき
である。
メダカは過去、ふつうの
生物であったが 今はそう
でなくなった普通週の重
要性を明記すること
普通種は、各地の生態系
に担うメジャー選手なの
で、かれらの存在と調査
と保護が急務である。

1

生物多様性地域戦略の策定に当
たっては、山梨県レッドデータ
ブック２０１８のデータを参考と
しておりますので、「メダカ絶滅
宣言」の記述はありませんが、生
物多様性の保全は希少種だけでな
く、普通に見られる種も重要であ
ることを示すため、Ｐ２ではアゲ
ハやカジカを示すなどをしており
ます。

3



番
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箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【記述済み】

Ｐ７

【記述済み】

Ｐ７

【修正加筆等意見反映】

Ｐ７

16 第1章　戦略の基本的事
項　第1節　生物多様性
1-5　生物多様性に迫る4
つの危機

第5の危機として 分断の
危機（ロードキルによる
危機）も記すべきであ
る。
スバルラインによりヒメ
ネズミの遺伝子に影響を
与えたことが国際誌で掲
載した。生物多様性の保
全は「遺伝子」の保全で
ある。
このような道路による遺
伝子影響がある
また、ヤマネなどの樹上
性動物の生息を分断で損
なった。
同時に山梨県はヤマネブ
リッジやアニマルパス
ウェイなどを開発し、効
果を出している。このよ
うな危機と保全への取り
組みも記すべきで
ある。

1

生物多様性国家戦略に合わせ、4つ
の危機で説明させていただいてお
ります。ロードキルを防止するた
めの事業者などによる生物多様性
の取組事例として、P52にアニマル
パスウェイを記載いたします。

15 第1章　戦略の基本的事
項　第1節　生物多様性
1-5　生物多様性に迫る4
つの危機

4つの危機の第１の危機
県内では、高速道路開発
や道路開発があちこちで
行わてれいる。
それにより森林生物に影
響を与えている。
また、別荘開発などによ
り身近な森が減少してい
る。それにより、リスな
どが減少していると考え
られる。
これらも記すべきである

1

具体的な種は記載しておりません
が、開発により生息環境の劣化が
生じていることを表現しておりま
す。

14 第1章　戦略の基本的事
項　第1節　生物多様性
1-5　生物多様性に迫る4
つの危機

３行目　　飼っているカ
ブトムシ「や改良メダ
カ」などを野外に放す
と、
４行目　　生息している
カブトムシ「やメダカ」
と交雑することにより、
「」の部分を追加してく
ださい。

1

子供から大人まで理解が深まる表
現に努めており、複数の種で表現
すると混乱を招く恐れがあります
ので、代表的な事例としてカブト
ムシで示します。メダカについて
は、P41で詳しく説明しておりま
す。

4



番
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箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【記述済み】

Ｐ７

【記述済み】

Ｐ８　ウェディングケー
キモデル

【記述済み】

Ｐ８

【記述済み】

Ｐ８

20 第1章　戦略の基本的事
項　第2節　戦略の概要
2-1　戦略策定の背景

SDGs
この図を用いることは、
適切だが、重要なことを
記していない
この図の自然資本が「生
物多様性」なので、この
生物多様性がウエディン
グケーキの上部の社会、
経済を担っていることを
書くことが、社会を担う
市民も経済を担う企業に
生物多様性保全への切迫
感・必要感を生じさせる
からである。

1

ご意見のとおり、「１４　海の豊
かさを守ろう」、「１５　陸の豊
かさも守ろう」、これらが社会や
経済を支えているという重要な位
置づけであることを表現しており
ます。

19 第1章　戦略の基本的事
項　第2節　戦略の概要
2-1　戦略策定の背景

国内の動向
経団連は、生物多様性宣
言を出している。近年、
その改定も行っている。
企業は生物多様性保全の
大きな担い手である。
県内の企業・市民にこの
ように企業も関わってい
ることを伝えるべきであ
る。

1

P47において、生物多様性に配慮し
た事業活動と金融として、生物多
様性と企業の関係について記述し
ております。

18 第1章　戦略の基本的事
項　第2節　戦略の概要
2-1　戦略策定の背景

生物多様性・持続可能な
利用に関するゴールは
SDG.14と15であると示さ
れていますが、それだけ
ではありません。特に国
家戦略2023-2030を踏まえ
た地域戦略であるなら
ば、SDG.2,4,6,11,12,13
も生物多様性とその持続
可能な利用に密接につな
がっているはずです。ご
検討ください

1

「１４　海の豊かさを守ろう」、
「１５　陸の豊かさも守ろう」、
これらが社会や経済を支えている
という重要な位置づけであること
を表現しております。

17 第1章　戦略の基本的事
項　第1節　生物多様性
1-5　生物多様性に迫る4
つの危機

第６の危機（人の施策に
よる危機）
上記のメダカ絶滅の要因
は、農地改良による田ん
ぼと水路のいききをメダ
カができなくしたことで
ある。
農道を創ると、たくさん
のカエル、カメ類も死亡
する
シオカラトンボが減少し
たのは、ヤゴですごす冬
季に水辺がなくなったこ
とである。
このような人の活動によ
る危機も現実に即して、
しっかり記すべきであ
る。
このあたりは、特にレッ
ドデータの調査委員から
しっかりと、最新の 情報
を聞くべきである。

1

生物多様性国家戦略に合わせ、4つ
の危機で説明させていただいてお
ります。また、P23では水田の耕作
放棄やなどによ、り水生生物への
影響について記載しております。

5



番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【修正加筆等意見反映】

Ｐ９

【実施段階検討】

Ｐ１０

【実施段階検討】

Ｐ１２

【修正加筆等意見反映】

Ｐ１８

【修正加筆等意見反映】

Ｐ１８

25 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-2　奥山

ヤマネ・キツネなど小
型・中型哺乳類も加える
べきである。

1

ご意見のとおり、P34の動物に「樹
上生活のヤマネ、ムササビ」を追
記します。

24 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-2　奥山

トガリネズミ、ヤマネ小
型哺乳類も加えるべきで
ある。

1

ご意見のとおり、P34の動物に「樹
上生活のヤマネ、ムササビ」を追
記します。

23 第1章　戦略の基本的事
項　第3節　山梨県生物
多様性戦略の評価

指標
カモシカの減少の入れる
べきである。文化財課が
情報をもっている。
現在、カモシカは南アル
プスで危機にある。
ニホンジカによる現場で
の生物多様性喪失が、こ
の表ではAとなっている。
これには大いに疑問をも
つ評価である。
シカの増加は、ヤマネな
ど森林動物への影響も危
惧される、総合的な調査
から評価すべきである。
また、この評価の③と④
は生物の生息を改善する
ことに直接、関わりをも
たないので不要である。
まず、生物多様性の現状
を知るためのいきもの調
査が必要である。
その結果を指標とすべで
きある。

1

指標は、これまでの指標であり、
その達成状況を振り返るものです
ので、カモシカの減少の追加は困
難です。ニホンジカは、確実に個
体数が減少していることから、依
然として被害はあるもののA評価と
しております。③と④は、ご意見
のとおり、本戦略の指標から外し
ております。また、生きものの調
査をしながら現状や推移を把握
し、指標の達成状況を確認して参
ります。

22 第1章　戦略の基本的事
項　第2節　戦略の概要
2-2　戦略の位置づけ

目標年度
2024年から2030年の中間
として 2027年度頃に見直
し、ふりかえりをすべき
である。それは、環境危
機の速度が速いからであ
る。

1

戦略の推進状況を確認し、必要に
応じて柔軟に見直しをして参りま
す。

21 第1章　戦略の基本的事
項　第2節　戦略の概要
2-1　戦略策定の背景

OECM
2023年度前期は120ほどが
認定されていますが、そ
の中には保育園の園庭も
あります。より身近なと
ころからできることを示
していますの で、本文の
例えばの中に 園庭 も加
えるべきである。
最新の情報を追記するこ
とが、重要。

1

ご意見のとおり、「（例：保育園
の園庭・教育施設）」と追記しま
す。

6



番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【記述済み】

Ｐ２１

【記述済み】

Ｐ２１

【実施段階検討】

Ｐ２２

【実施段階検討】

Ｐ２３

【修正加筆等意見反映】

Ｐ２７

【修正加筆等意見反映】

Ｐ２８

32 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-7　保護地域以外
で自然環境を保全してい
る地域

園庭、小学校校庭なども
OECMとなるので、それも
候補として記す

1

ご意見のとおりP9に「保育園の園
庭」と追記します。

31 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-6　保護地域・
OECM

法令はあるかもしれない
が、富士山周辺の道路で
はロードキルが多発して
いる。このような現実も
記すべきである。

1

ロードキルを防止するための事業
者などによる生物多様性の取組事
例として、アニマルパスウェイを
記載いたします。

30 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-3　里地里山

「今後、遺伝子操作した
バイオ肥料やバイオ農薬
が有機農業の中で拡大す
ることが懸念されますの
で有機農業の定義を明確
にし、ゲノム編集や遺伝
子操作技術を使わない有
機農業を目指します。」
「」を追加してくださ
い。

1

遺伝子操作による影響の課題の把
握について検討して参ります。

29 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-3　里地里山

◆次世代に残した重要な
里地里山を環境省が選定
〈意見内容〉
現在、国の認定というこ
とで、6か所を記載されて
いますが、ここに田んぼ
なども含めるように検討
していただきたいと思い
ます。田んぼは多くの生
物が生息し、生物多様性
の場となっており、それ
らが山梨県内の自然を
守っているからです。

1

田んぼは多くの生物が生息し、生
物多様性の場となっている一方、
耕作放棄により失われている問題
があることから、戦略を基に保全
活動を推進に努めて参ります。

28 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-3　里地里山

哺乳類の記述を記すべき
である

1

里地里山にも哺乳類はおります
が、よく目にすることから真っ先
に思いつくのは農業被害をもたら
すニホンジカですので、里地里山
の説明には記載を控えさせていた
だき、P34の動物に記載しておりま
す。

26
～
27

第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-3　里地里山

・森林の４４％が人工林
の最後に、マツ枯れやナ
ラ枯れなど荒廃してどん
な状況なのか追加して下
さい。
・「森林の４４％が人工
林」の最後に、マツ枯れ
やナラ枯れなど荒廃して
どんな状況なのか追加し
て下さい。（ナラ枯れに
ついては、P３４にも記載
あり）

2

P34にナラ枯れについて、P47に松
枯れについて記載しております。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【記述済み】

Ｐ３２

【記述済み】

Ｐ３４

【反映困難】

Ｐ３４～３６

【修正加筆等意見反映】

Ｐ３４

【修正加筆等意見反映】

Ｐ３４

38 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-8　植物

◆ナラ枯れ被害の増加
薬剤等での対策や伐採等
の処置など行っているこ
とについて言及があって
いいかと思います。

1

ご意見のとおり、「さまざまな防
止対策を行っておりますが、ナラ
枯れ被害はこれからも拡大する可
能性があるため注意が必要で
す。」と追記します。

37 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-9　動物

ヤマネやトガリネズミな
ども入れるべきである

1

ご意見のとおり「ヤマネ」を追記
します。

36 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-9　動物

残念ながら、山梨県内で
は、どの動物群について
も、外来種が増えていま
す。戦略では、そのこと
にきちんと目を向ける必
要性があることから、
「代表的な動物」に代表
的な外来種を付加してい
ただきたいと思います。
動物➝アライグマ
鳥類➝ガビチョウ、ソウ
シチョウ
爬虫類・・・すでにアカ
ミミガメが挙げられてい
ます。
両生類➝ウシガエル
魚類➝オオクチバス、コ
クチバス
昆虫類➝アカボシゴマダ
ラ、ホソオチョウ
40ページで外来種を取り
上げていますが、「山梨
で普通に見られる外来動
物」が多くなっているの
で、34～36ページでも取
り扱う必要があると思い
ます。なお、外来の植物
についてはきちんと言及
されています(33ペー
ジ)。

1

本戦略の説明の流れとして、本県
の豊かな自然について理解してい
ただいたうえで、外来種などの課
題に触れ、子供から大人まで理解
しやすい構成としたいと考えてお
ります。植物については、都市部
においては豊富な植物相としての
説明が困難であるため外来種に言
及せざるを得ないことから記載し
ております。

35 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-9　動物

２－９動物について、外
来種についても追加して
下さい。

1

外来種については、2-12　外来種
に記載しております。

33
～
34

第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-8　植物

・耕作地・植林地の植生
について、利用されてい
るだけでなく、放置され
ている状況も追加して下
さい。
・「耕作地・植林地の植
生」について、利用され
ているだけでなく、放置
されている状況も追加し
て下さい。

2

放置の状況については、Ｐ２３に
特に水田の耕作放棄により水辺環
境に生息する両生類などへの影響
が懸念されることを記載しており
ます。また、Ｐ２１に木材として
利用可能となる５０年生以上の人
工林が増加し、さらに荒廃してい
る人工林が多く存在する状況を記
載しております。

8



番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【修正加筆等意見反映】

Ｐ４０

【記述済み】

Ｐ４０

【実施段階検討】

Ｐ４１

【修正加筆等意見反映】

Ｐ４２

43 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-13　野生鳥獣の保
護管理

カモシカの現状を文化財
課の調査結果から取り入
れるべきである。

1

P43の山梨県における鳥獣保護管理
の実施状況に「カモシカ保護地域
特別調査」を記載します。

42 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-12　外来種

実施活動　外来種防除
マット及びサインスタン
ド設置
[意見内容]
 登山道を通行するすべて
の方に向けた啓発と防除
の実践として、ぜひ今後
も続けていただきたい大
切な取り組みと感じてい
ます。しかし、従来の設
置場所ではマットを使用
する人使用しない人（気
づかない人含む）が大き
く分かれるのではないか
と、現場で感じました。
諸条件あって設置場所を
決めているかと思います
が、山に向かう通行者が
無意識にでも使用してし
まうような位置への設置
（方法）をご検討いただ
き、使用率をぜひ100％に
近づけていただければと
思います。

1

種子除去マットの継続設置や、
100％使用に向けた方法について検
討して参ります。

41 第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-12　外来種

現状についての説明はあ
りますが対策についての
詳しい内容を追記であれ
ば良いと思います。（富
士山の外来種対策の説明
だけでなく、県内の市町
村で行われた又は行った
ことのある外来種対策の
説明など）
後、タイトルに遺伝的撹
乱とありますが、遺伝子
汚染と強めにした方がよ
いと思うのと、もう少し
詳しい説明を写真付きで
入れてほしいです。
（特にメダカは注意が必
要なためそれについて、
もっと詳しく。なぜな
ら、品種改良されたメダ
カが野生のメダカが生息
している川で見つけたた
めです。）

1

複数の市町村で対策をしておりま
すので、「県内各地でオオキンケ
イギク、アレチウリ、アメリカザ
リガニなどの特定外来生物防除の
駆除活動を行っています。」と説
明しております。また、生物多様
性国家戦略においても「汚染」と
表現しておりませんので、現状の
表現とさせていただきます。子供
から大人まで理解が深まる表現に
努めており、品種改良にまで言及
することは控えさせていただきま
す。

39
～
40

第2章　生物多様性の現
状と課題　第2節　生態
系　2-12　外来種

・アカボシマダラ→アン
ボシゴマダラに訂正
・アカボシマダラ→アカ
ボシゴマダラに訂正

2

アカボシゴマダラに修正します。

9



番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【修正加筆等意見反映】

Ｐ４４

【実施段階検討】

Ｐ５０

【その他】

Ｐ５０

【修正加筆等意見反映】

Ｐ５２

47 第2章　生物多様性の現
状と課題　第4節　生物
多様性に関する環境教
育・保全活動　4-2　生
物多様性の保全活動・情
報・調査研究

生物多様性の保全に関す
る活動にできれば下記も
加える。
北杜市において、アニマ
ルパスウェイと野生生物
の会らは北杜市と共に森
を分断する市道にアニマ
ルパスウェイを建設し、
ヤマネ、リス、ヒメネズ
ミなどが利用している
保全の具体策であるアニ
マルパウェイ・ヤマネブ
リッジ・ヤマネいきもの
トンネルを北杜市は、世
界初として実施し、発信
し、国内外で高い評価を
得た。
これは世界に誇れる、先
駆的な財産でもある。
したがって、アニマルパ
ウェイの普及・教育・調
査を進めることで、山梨
県の環境への先駆性をよ
り世界へ発信すべきであ
る。県民の故郷への誇り
の醸成ともなる。

1

ご意見のとおり、県民の誇りの醸
成は必要と考えます。P52に「森を
分断する道路にアニマルパスウェ
イを建設し、ヤマネ、ニホンリ
ス、ヒメネズミなどが利用する取
り組みも行われています。」と追
記します。

46 第2章　生物多様性の現
状と課題　第4節　生物
多様性に関する環境教
育・保全活動　4-2　生
物多様性の保全活動・情
報・調査研究

調査研究 1

－

45 第2章　生物多様性の現
状と課題　第4節　生物
多様性に関する環境教
育・保全活動　4-2　生
物多様性の保全活動・情
報・調査研究

調査研究
県内の植物・動物の現況
調査をすべきである。
知らないと守れないから
である。
この表の調査研究では、
県内の状況を把握すには
対応できないと

1

県が関連する取り組みについて記
載している表であり、全てを網羅
してはおりませんが、生物多様性
に関する保全活動・情報・調査研
究の事例としてお示ししており、
その他の研究実施機関や、専門家
との連携に努めて参ります。

44 第2章　生物多様性の現
状と課題　第3節　生物
多様性と社会経済活動
3-1　生物多様性と事業
活動

大規模事業による環境配
慮の仕組みに
ヤマネ・いきものトンネ
ル、ヤマネブリッジ、ア
ニマルパスウェイをいれ
るべきである。上記の3つ
は、山梨県で先進的に行
わたものでイギリスの国
際誌にも2022年、発表さ
れた。山梨県の業績をき
ちんと記すべきである。

1

ご意見のとおり、事業者などによ
る生物多様性の取組事例として、
P52に「その他に、森を分断する道
路にアニマルパスウェイを建設
し、ヤマネ、二ホンリス、ヒメネ
ズミなどが利用する取り組みも行
われています。」と追記いたしま
す。

10



番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【修正加筆等意見反映】

Ｐ５５

【修正加筆等意見反映】

Ｐ５５

【実施段階検討】

Ｐ５５

【実施段階検討】

Ｐ５５～５７

52 第2章　生物多様性の現
状と課題　第6節　生物
多様性に関する課題　6-
1　生態系

外来種の観測体制の強
化、外来種を広げないた
めの情報提供
実態把握が不十分、調査
データの保存・活用
[意見内容]
 現在のwordの外来種（発
見/駆除活動）報告様式は
使いづらいので、可能で
したらスマホで手軽に行
えるgoogleフォームなど
を活用した報告方法に変
更していただけないかな
と思います。
また、県内全域の外来種
（植物）生育確認地点
マップを常時閲覧でき、
かつ県民等が発見通報/防
除報告した情報が速やか
に反映されるようなマッ
プの開発を希望します。
マップの更新頻度が高い
ほど、県民の意識関心も
高まり、発見通報件数や
防除活動件数も増やせる
のではないかと思いま
す。

1

外来種（発見/駆除活動）報告をス
マホで手軽に行える方法の検討
や、県内全域の外来種（植物）生
育確認地点マップを常時閲覧で
き、かつ県民等が発見通報/防除報
告した情報が速やかに反映される
ようなマップの開発の実現につい
て検討してまいります。

51 第2章　生物多様性の現
状と課題　第6節　生物
多様性に関する課題　6-
1　生態系

河川に田んぼ周りの水路
も入れること
農地改良により田んぼな
どの生物が激減したの
で、この整備が急務。

1

いただいたご意見は、取組の際に
意識をしながら実施するなど、参
考とさせていただきます。

50 第2章　生物多様性の現
状と課題　第6節　生物
多様性に関する課題　6-
1　生態系

奥山と里地里山
カモシカの生息が懸念さ
れる
ヤマネやリスなどの樹上
性動物が、開発や分断の
ため生息が懸念される。

1

ご意見のとおり、P60に「天然記念
物であるカモシカや、ヤマネやニ
ホンリスなど樹上性動物が安息に
くらしています。」

48
～
49

第2章　生物多様性の現
状と課題　第6節　生物
多様性に関する課題　6-
1　生態系

・６－１生態系につい
て、奥山に「豪雨やオー
バーユースによる登山道
の荒廃」を追加して下さ
い。都市に生息地をネッ
トワークする「回廊」か
「コリドー」の必要性を
追加して下さい。
・「６－１生態系」につ
いて、「奥山」欄に「豪
雨やオーバーユースによ
る登山道の荒廃」を追加
して下さい。
「都市」欄に「生息地を
ネットワークする“回廊
（コリドー）”の必要
性」を追加して下さい。

2

環境省では、登山道のあり方につ
いて検討していきたいとのことか
ら、情報共有を行って参ります。
都市については、「また、生息地
をネットワークで繋ぐ回廊（生き
ものの通り道）が必要です。」と
追記します。

11



番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【実施段階検討】

Ｐ５５、Ｐ６０、Ｐ６５

【修正加筆等意見反映】

Ｐ５５

【実施段階検討】

Ｐ５５

【記述済み】

Ｐ５６

56 第2章　生物多様性の現
状と課題　第6節　生物
多様性に関する課題　6-
2　生物多様性と社会経
済活動

前述したように自然資本
＝生物多様性が経済活動
を担っていることを明記
すること
企業人への生物多様性教
育が必要であることを追
記する

1

P78に県の取組として、企業人への
の生物多様性教育を推進するため
に、「事業者の環境教育や環境学
習を支援するため指導者を派遣し
人材の育成に努めます。」と記述
しております。

55 第2章　生物多様性の現
状と課題　第6節　生物
多様性に関する課題　6-
1　生態系

１行目　・・・河川整備
を推進し　→の後に
「河川の維持流量を確保
し」ていく必要がありま
す。

「」を追加してくださ
い。

1

維持流量の確保は必要と考えます
ので、現状の課題の把握について
検討して参ります。

54 第2章　生物多様性の現
状と課題　第6節　生物
多様性に関する課題　6-
1　生態系

（加筆要望（下線部））
〇都市部には生物多様性
や地域の固有種に配慮し
た緑地空間を増や
し、・・・
「保護地域」欄に
〇保護地域について、生
物多様性に係る質の向上
を図っていく必要
が・・・

1

ご意見のとおり、「都市部には生
物多様性や地域の固有種に配慮し
た緑地空間を増やし、動植物の生
息・生育地を確保するだけでな
く、温室効果ガス吸収源対策にも
貢献していく必要があります。」
とし、「保護地域について、生物
多様性に係る質の向上を図ってい
く必要があります。」とします。

53 第2章　生物多様性の現
状と課題　第6節　生物
多様性に関する課題　6-
1　生態系

山梨県は山岳県です。そ
して、国立公園にせよ世
界遺産にせよユネスコエ
コパークにせよ、核心部
分に多くの登山道が通っ
ています。そこ
で・・・。
●「生物多様性に関する
課題」55ページ「奥山」
に「〇登山道の荒廃に
よって、植生が悪影響を
受けたり、土壌流失が起
きていたりする箇所があ
ります。」を付加してく
ださい。
●「基本戦略」60ページ
「奥山」に「〇登山道を
人が利用することによっ
て植生が悪影響を受けた
り、土壌流失が起きたり
しないように、適切に管
理されています。」を付
加してください。
●「行動計画」65ページ
「奥山」に「◇登山道の
荒廃状況を調査し、荒廃
の度合いに応じて修復す
るしくみを作ります。」
を付加してください。

1

環境省では、登山道のあり方につ
いて検討していきたいとのことか
ら、情報共有を行って参ります。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【記述済み】

Ｐ５８

【反映困難】

Ｐ５８

【記述済み】

Ｐ５８

【修正加筆等意見反映】

Ｐ６０

【記述済み】

Ｐ６０

61 第3章　戦略の目標　第1
節　目指すべき山梨のす
がた

普通種の項目も追記 1

普通種については、「里地里山を
生息・生育地としてきた動植物の
保全」をはじめとし、記載してお
ります。

60 第3章　戦略の目標　第1
節　目指すべき山梨のす
がた

将来イメージ 奥山に以下
を追記
カモシカの生息数が維持
されています。
ヤマネやリスなど樹上性
動物が安息にくらしてい
ます。

1

ご意見のとおり、「天然記念物の
カモシカ、樹上性動物のヤマネや
ニホンリスなどの生息環境が保全
されこれらの種が安定し存続して
います。」

59 第3章　戦略の目標　第1
節　目指すべき山梨のす
がた

目指すべき山梨のすがた
生物多様性の保全と持続
可能な利用の両立
〈意見内容〉
この文言に子供たちの未
来についての記載があり
ません。ぜひ、文中に子
供たちの未来を考慮した
取り組みについても触れ
ていただきたいと思いま
す。現在の環境を守るの
は私たち大人ですが、そ
れは未来の子供たちのた
めでもあります。子供た
ちが健やかな環境で成長
できるように、取り組み
を進めることの重要性を
強調していただけると嬉
しいです。

1

本戦略が、子供から大人まで理解
が深まる構成や表現としている理
由の一つとして、未来を担う子供
たちに山梨県の自然環境や生物多
様性について、大人と一緒に理解
を深めていただくことを目的とし
ております。大人が取り組みを実
践し、子供に示すことで、次世代
の担い手に確実にバトンを渡して
行くことに期待しております。

58 第3章　戦略の目標　第1
節　目指すべき山梨のす
がた

１１行目：（追加要望）
「私たちは今この危機か
ら脱し、地域循環共生圏
の構築を推進して「生物
多様性の保全～」へと続
く
（※生物多様性国家戦略
（P2「我が国のおかれた
状況」等）にも記述があ
ります。）

1

本件の独自性を持った戦略とする
ことと、子供から大人までが理解
し、興味を持っていただくため、
平易な表現に努める観点から追記
は見送らせていただきます。

57 第3章　戦略の目標　第1
節　目指すべき山梨のす
がた

「目指すべき山梨のすが
た」（修正要望）
６行目：「私たちは自然
の一員であり」→「私た
ちは生態系の一員であ
り」
※“人間もエコシステム
の一員”との観点から提
案します。

1

P2のコラムにおいて、「全ての生
物」に人間も含め説明しておりま
す。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【修正加筆等意見反映】

Ｐ６０

【実施段階検討】

Ｐ６０

【実施段階検討】

Ｐ６１

【反映困難】

Ｐ６１

65 第3章　戦略の目標　第2
節　戦略の体系　基本戦
略2　生物多様性に配慮
した持続可能な社会を目
指す

生物多様性と気候変動：
（追記要望）
「各分野において、気候
変動に適応するための生
態系を基盤とする取組が
進んでいます。」

1

子供から大人までが理解し、興味
を持っていただくため、平易な表
現に努める観点から追記は見送ら
せていただきます。

64 第3章　戦略の目標　第2
節　戦略の体系　基本戦
略2　生物多様性に配慮
した持続可能な社会を目
指す

生物多様性と産業：（追
記要望）
「企業による生物多様
性・自然資本に関する情
報開示や本体事業への積
極的な取り込み、グリー
ンファイナンス・ＥＳＧ
投資が進んできます。」
（※国家戦略（P120）で
は、「生物多様性の配慮
を経営に取り込んでいる
企業の数又は割合」につ
いての目標値を定めてい
ます。
情報開示や投資面だけで
なく、本体事業（生産、
調達、販売、等々）で取
り組んでいくことが重要
と考えます。）

1

企業による生物多様性・自然資本
に関する情報開示、グリーンファ
イナンス・ＥＳＧ投資についての
理解が深まった後に検討して参り
ます。

63 第3章　戦略の目標　第2
節　戦略の体系　基本戦
略1　豊かな生物多様性
の保全を図る

河川・湖沼：（追記要
望）
「生物多様性に配慮した
河川整備～」
→「流域の山林や農地な
どを含めて、生物多様性
に配慮した河川整備～」
（※「国家戦略」（P54
等）では、「流域圏を一
つのまとまりとして捉え
る視点も重要である」等
の記述もあります。）

1

いただいたご意見は、取組の際に
意識をしながら実施するなど、参
考とさせていただきます。

62 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-1　奥山の自然環境
を保護・保全する

「基本戦略１」（７～８
行目）（追記要望）
「国が目指す2030（令和
12）年までに陸と海の
30％以上を保全する
「30by30目標」の実現に
貢献します。」に続け
て、「さらに、本県独自
の取り組みとして、陸域
については、国の目標を
上回る
50％以上を目指しま
す。」を追記してほし
い。

1

ご意見のとおり、「さらに、本県
独自の取り組みとして、陸域につ
いては、国の目標を上回る
50％を目指します。」と追記いた
します。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【修正加筆等意見反映】

Ｐ６２

【記述済み】

Ｐ６４

【記述済み】

Ｐ６４、Ｐ８０

68 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-1　奥山の自然環境
を保護・保全する

基本戦略に「調査」を入
れること
知らないと守れないから
である。
県内全域で実施すること
である。富士山だけで
は、大いなる不備であ
る。

1

今後も専門家と連携し、各調査内
容の把握に努め、生物多様性に関
する調査・研究成果などの利活用
を推進して参ります。

67 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-1　奥山の自然環境
を保護・保全する

状態目標（１－Ａ）
「県の総面積に対する保
護地域及びOECM の面積割
合
（基準値）３１％ →
（目標値）５０％」
これは画期的な目標値で
すが、本県総面積
（446,500ha）に対して、
P12 の「環境指標の達成
状況」（①自然環境保護
区域面積（3,650ha）＋②
鳥獣保護区等指定面積
（74,796ha）＝78,446ha
と、総面積の17.6％しか
ありません。
現状の基準値（31%）との
差は本県独自の指定区域
だと思いますが、その内
訳を説明する必要がある
と思います。
また、目標値と基準値の
差（１９％）をどのよう
な内訳で達成するのをめ
ざすのかについても、記
述する必要があると思い
ます。

1

保護地域の内訳は、P27で説明を記
載しております。また、目標達成
に向けては、本県は県土の約７
８％が森林であることから、企業
が所有する社有林など、ＯＥＣＭ
候補地があることから、企業や保
全活動を行う民間団体等へ働きか
けることで生物多様性の保全が図
られる地域としての登録を推進
し、５０％を目指します。P69に
は、県の取組としてOECMの拡大を
図ること、事業者の取組として企
業の森やビオトープなどを自然共
生サイトへ登録することとしてお
ります。

66 第3章　戦略の目標　第2
節　戦略の体系　基本戦
略3　生物多様性の大切
さを学び行動する

保全活動・情報・調査研
究、市町村（追加要望）
「環境保全活動を実施す
る民間団や企業、一般市
民等が交流し、

1

ご意見のとおり、「環境保全活動
を実施する民間団体や企業、一般
県民等が交流し、生物多様性に関
する保全活動が活発になっていま
す。」と追記します。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【記述済み】

Ｐ６５～８１

【実施段階検討】

Ｐ６５～８１

71
～
72

第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-1　奥山の自然環境
を保護・保全する

・行動目標の「県の取
組」の各項目について
は、責任の所在を明らか
にするために、県の担当
課名を付けていただきた
いと思います。※静岡の
戦略、長野の戦略等は、
そのようになっていま
す。
・県民に山梨県の仕事の
具体的な内容を知っても
らうためにもぜひ、担当
課名を明記してもらい責
任と義務を果たしていた
だきたいと思います。県
民が協働・協力しやすく
なります。

2

生物多様性に関する取り組みは、
多くの担当課が関与することか
ら、記載はしておりませんが、実
施段階においては進捗管理を確実
に行い、戦略の推進を図って参り
ます。

69
～
70

第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-1　奥山の自然環境
を保護・保全する

・取組の内容は、方針で
はなく具体的な戦略を記
述して下さい。
・取り組みは、状態目
標・行動目標を達成する
ために、戦略的で具体的
な表現で記載する必要が
あると思います。
例えば
１－１について、奥山の
定義を明確にし、行動目
標の指標に「・混交林の
面積」などを追記された
い。
また、奥山のほとんど
は、国立・国定公園、県
有林なので、県の取組に
「県有林について、FSC
の基準を遵守した管理を
行う」ことを追記して下
さい。
県の取組、県民の取組に
「自然公園を身近に感
じ、大切にする気持ちを
育むため自然観察会など
を開催する（に参加す
る）」を追記されたい。

2

現時点で可能な限り具体的な表現
に努めており、取り組みが進む中
でさらに具合的な内容が分かった
際には、改定の際に追加したいと
考えます。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【修正加筆等意見反映】

Ｐ６５、Ｐ６７

【実施段階検討】

Ｐ６５

【実施段階検討】

Ｐ６５

75 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-1　奥山の自然環境
を保護・保全する

◇希少種や自然植生のモ
ニタリングを行い、気候
変動による影響の調査を
行います。
〈意見内容〉
希少種だけでなく、一般
的な種のモニタリングも
行っていただけると良い
です。一般的な種も生物
多様性の重要な要素であ
り、保全の対象とすべき
です。

1

自然植生のモニタリングついて、
一般的な種を含めた調査の方法な
どについて検討して参ります。

74 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-1　奥山の自然環境
を保護・保全する

◇富士山、南アルプス、
八ヶ岳、秩父山地などの
原生的な自然や景観を将
来の世代に引き継いでい
くため、県民、事業者、
関係機関などとの連携を
図りながら、環境保全に
関する施策を進めます。
〈意見内容〉
こちらの連携機関に、
「生物の研究機関や専門
家」も加えていただける
と良いと思います。専門
家の知見を活用すること
でより効果的な環境保全
が可能となるでしょう。
それぞれの専門家が持つ
知識と経験を生かし、山
梨県内の生物多様性を守
るために連携を深めてい
ただきたいです。

1

これまでも、生物多様性の推進に
関して、生物の研究機関や専門家
の意見をいただきながら取り組ん
で参りました。本戦略の素案の策
定についても専門家の意見をいた
だきながら進めて参りました。今
後も、引き続き専門家の意見をい
ただきながら推進して参ります。

73 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-1　奥山の自然環境
を保護・保全する

74ページ「県民の取組」
には、ごみの適切な処分
とともに、放置されたご
みの持ち帰りにも触れて
います。上記2箇所にも、
ごみの持ち帰りを付加し
てください。
65ページ「・・・与えな
いようにします。また、
ごみを見つけたら、積極
的に持ち帰るようにしま
す。」
67ページ「・・・ごみを
捨てないようにし、見つ
けたごみはできるだけ拾
うようにします。」
(注：奥山の場合は、ごみ
の存在が自然環境に大き
な悪影響となるので「積
極的に」とし、河川・湖
沼の場合は、水の中に
入って拾うことに危険が
伴うので「できるだけ」
としました。)

1

ご意見のとおり、「ごみを捨てた
り、希少な生物の捕獲や採取はせ
ず、豊かな自然環境に影響を与え
ないようにします。また、ごみを
見つけたら、積極的に持ち帰るよ
うにします。」とし、「汚れた水
を川や湖に流さないようにしま
す。また、川や湖にごみを捨てな
いようにし、見つけたごみはでき
るだけ拾うようにします。」とし
ます。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【修正加筆等意見反映】

Ｐ６５

【記述済み】

Ｐ６６

【記述済み】

Ｐ６６

78 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-2　里地里山を保
全・管理する

県の取組と事業者の取組
<意見内容>
山梨県の森林保有率は高
いですが、その中での人
工林の割合が大きいこと
に留意する必要がありま
す。一方、植林されてい
る樹種の多様性が不足し
ていることも指摘されま
す。異なる地元産の樹木
を植林することで、生物
多様性の促進が期待でき
ます。これにより、針葉
樹に偏らないよりバラン
スのとれた森林環境を作
り上げることが可能で
す。県と事業者が連携
し、植林の多様化を促進
する取り組みを推進して
いただけると望ましいで
す。

1

針葉樹と広葉樹がまじりあった森
林への誘導など、県と事業者及び
県民が連携した取組を引き続き
行って参ります。

77 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-2　里地里山を保
全・管理する

１－２について、県の取
組の③の生産基盤整備が
生物多様性の損失の原因
にもなっているので、生
産基盤整備の前に「生物
多様性の保全に配慮し
た」を追記されたい。県
民の取組に、里地の取組
として「景観形成のため
の植栽には在来種を選択
します」を追記された
い。

1

耕作放棄による水辺環境に生息す
る両生類などの生息環境への影響
は喫緊の課題であり、荒廃農地の
再生が生物多様性の保全に資する
と考えております。また、植栽は
景観形成のために行うものも含ん
でおります。

76 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-1　奥山の自然環境
を保護・保全する

◇山の自然環境に影響を
与える事業を回避しま
す。
〈意見内容〉
「回避」という言葉が具
体的ではないので、より
詳細な記述が必要です。
具体的な対策や行動につ
いて述べていただくこと
で、取り組みの透明性が
高まります。

1

ご意見のとおり、「事業により奥
山の自然環境に影響を与えること
は可能なかぎり軽減するなどの配
慮をします。」とします。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【反映困難】

Ｐ６６

【修正加筆等意見反映】

Ｐ６７

【記述済み】

Ｐ６８

82 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-4　都市の自然を再
生する

②緑化（下線部を追加要
望）
「緑化活動に対する理解
を深めるため、生物多様
性に配慮した緑化の推進
に関する普及啓発を進め
ます。」（※緑化の量的
拡大だけでなく質的充実
も大切と考えます）
「県民の取組」（下線部
を追加要望）
「庭やベランダに樹木や
花を植えたり、緑のカー
テンなどの壁面緑化、
～」

1

P5で緑のカーテンの写真を掲載し
ております。

80
～
81

第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-3　河川・湖沼を保
全・管理する

県民の取組に「河川美化
活動では、ゴミを拾うだ
けでなく外来種の駆除も
行い、生物多様性保全の
啓発をします」を追加し
て下さい。

2

P71の行動目標1-7の県民の取組
に、「外来種の駆除活動に協力し
ます。」と追記します。

79 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-2　里地里山を保
全・管理する

◇荒廃した人工林の間伐
や、長期間放置され草木
の繁茂により荒廃した里
山林における不要木や侵
入竹の除去を行い、針葉
樹と広葉樹がまじりあっ
た森林への誘導や、里山
林の再生を、森林環境税
（県税）などを活用し進
めます。
〈意見内容〉
2018年の記録ですが、山
梨県内は空き家率が全国
ワースト1位でした。様々
な理由で空き家となって
しまっている建物はある
かと思いますが、一方で
元々ある森林を伐採し、
新たに建物を建設してい
る様子が各地で見受けら
れます。空き家バンク等
で使用されるのであれば
良いのですが、放置され
ている建物について対策
を施し、植樹などを行い
自然回復していくことは
できないでしょうか。人
間活動によって失われた
自然を回復していく方法
を考える必要があると思
います。

1

空き家対策については、本戦略と
は別に、県や市町村が様々な対応
をしておりますので、追記は見送
らせていただきます。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【実施段階検討】

Ｐ６９

ヤマネの餌とする樹は、
花・蜜・花粉・果実を提
供するためそれらを食べ
る昆虫類、それらを食べ
る昆虫食の昆虫、クモ
類、鳥類の生息場所とな
る。地域により、樹種は
異なると同時に、車への
安全のためその樹は低木
などに限られるが、候補
植物として、山梨付近で
はサラサドウダンツツ
ジ、などが適している。
ツバキは、シカによる食
害も少ないことがわかっ
ている。
チョウ類の保全のため
に、のり面、切土面に
チョウの蜜源・食草と
なる樹、草を植栽するこ
と
土地開発の進行する中、
チョウ類の食草・蜜源の
減少が起こっている。
道路ののり面・切土面に
それらを植栽することで
チョウ類の保全を図るこ
と

83 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-5　日本全体での
30by30の実現に貢献する

30by30のOECMとして高速
道路、トンネル坑口を加
える
高速道路のり面、切土面
における自然と調和した
再緑化
高速道路や道路の「のり
面」・「切土面」を生物
多様性保全の場、OECM
の場として、生物のコリ
ドーの場として緑化する
こと
例えば、カヤネズミの生
息地域の高速道路・道路
ではのり面にススキを植
栽 する。中央道の長坂イ
ンター周辺において、北
杜市からの依頼でカヤネ
ズミの発信機調査を実施
した。その結果、カヤネ
ズミは、高速道路のり面
のススキ原を移動経路と
して用いていた。これか
らカヤネズミの生息地域
の高速道路・道路ではの
り面にススキを植栽する
ことを提案する
ヤマネの生息地域の切土
面では、ヤマネの餌とな
る樹を植栽すること。

1

ＯＥＣＭの候補地をご提案いただ
きありがとうございます。ご意見
のとおり、ＯＥＣＭ登録の普及に
向けた取り組みを推進して参りま
す。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

このように、カヤネズ
ミ、ヤマネ、チョウなど
の生息域・食物の源など
をのり面に創れば、生物
多様性保全と場となり、
生物の移動する経路も創
ることができる。また、
管理者が明確な場所なの
で、OECMの場ともなる

【実施段階検討】

Ｐ６９

【実施段階検討】

Ｐ６９

85 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-5　日本全体での
30by30の実現に貢献する

水路・ため池
水路をＯＥＣＭの候補
地・いきもの教育のとし
て提案する
理由：私たちヤマネ・い
きもの研究所は、山梨県
北杜市において、水路の
生物調査を毎月１回、調
査した。その結果、36種
の生物を確認し、貴重な
水生昆虫なども確認し
た。水路は管理者が明確
なため、ＯＥＣＭの候補
地としていきもの教育の
場としても適しているか
らである。
山梨県北杜市の下黒沢の
ため池は、人々の歴史の
賜物であり、里山環境の
大きな要素であり、環境
教育の結節点であるから
である。
管理者も明確である。

1

ＯＥＣＭの候補地をご提案いただ
きありがとうございます。ご意見
のとおり、ＯＥＣＭ登録の普及に
向けた取り組みを推進して参りま
す。

84 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-5　日本全体での
30by30の実現に貢献する

田んぼの明確化
田んぼは約6000種の生物
の棲む生物多様性の豊か
な場である。同時に、
人々が創った自然でもあ
り、田んぼに対しては、
人は自然の破壊者ではな
く、創造手でもある。私
たちは、この田んぼが生
物多様性の場、生物多様
性教育の場、OECMの場で
ある。
そして、田んぼは稲作文
化と日本的自然観醸成の
場である。そして、管理
者が明確である。した
がって、田んぼはOECMの
適地である

1

ＯＥＣＭの候補地をご提案いただ
きありがとうございます。ご意見
のとおり、ＯＥＣＭ登録の普及に
向けた取り組みを推進して参りま
す。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【実施段階検討】

Ｐ６９

【実施段階検討】

Ｐ７０

【記述済み】

Ｐ７０

【実施段階検討】

Ｐ７１

89 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-7　外来種を防除す
る

１行目
外来種の「回収や」駆除
活動に協力します。
　「」を追加してくださ
い。

1

特定外来生物などは、移動が禁止
されているなど、適切な対応が必
要な場合もあることから、適切な
対応についての周知に努めます。

88 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-6　希少野生動植物
種等を保護・保全する

県の取組　①希少野生動
植物
〈意見内容〉
本件については、専門家
との連携が欠如していま
す。生物研究者などの生
物学的知見をきちんと受
け取り、それらを生物多
様性保全に活かしていく
ことが重要かと思います
ので、専門家の調査の実
施と保全対策についての
連携を図るという旨の文
言を加えていただきたい
です。

1

希少野生動植物は、専門家の調査
や、意見を基にレッドデータブッ
クを作成するとともに、専門家の
継続的なモニタリング調査を実施
について記載しており、今後も専
門家と連携した取り組みを行って
参ります。

87 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-6　希少野生動植物
種等を保護・保全する

希少生物と天然記念物の
詳細な調査を実施するこ
と

1

希少な生物などの調査は、レッド
データブックの改定に合わせて
行っており、今後も調査の実施に
向けて取り組んで参ります。

86 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-5　日本全体での
30by30の実現に貢献する

国家戦略で「陸域の30%を
保護地域に」という目標
を立てているところ、山
梨県の地域戦略で「50%」
という野心的な目標を立
てたことに関し、その見
識を高く評価したいと思
います。また、ありがと
うございます。
一方「県土の50%を保全す
ることを目指します。」
では具体性に欠けるの
で、「こういう手段で保
全する」という具体策を
2・3例挙げていただく
と、より「戦略」として
確かなものになると思わ
れます。

例：「・・・県有林のう
ち森林文化の森に指定さ
れている箇所のOECM登録
を目指すなどして、県土
の50%を保全することを目
指します。」

1

保全の手段として、本県は県土の
約７８％が森林であり、企業が所
有する社有林など、ＯＥＣＭ候補
地があることから、企業や保全活
動を行う民間団体等へ働きかける
ことで生物多様性の保全が図られ
る地域としての登録を推進し、５
０％を目指します。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【記述済み】

Ｐ７２

【記述済み】

Ｐ７４

【実施段階検討】

Ｐ７４

92 第4章　行動計画　基本
戦略2　生物多様性に配
慮した持続可能な社会を
目指す　行動目標2-1
生物多様性に配慮した事
業活動を行う

◇生態系の保全や自然と
のふれあいの場の確保、
周辺の自然環境との調和
などを図り、環境に配慮
した整備を推進します。
〈意見内容〉
ミチゲーションを積極的
に取り入れていただきた
いです。

1

ミチゲーションの考え方は、環境
に配慮した整備に資するものと考
えますので、事業実施の際の参考
にさせていただきます。

91 第4章　行動計画　基本
戦略2　生物多様性に配
慮した持続可能な社会を
目指す　行動目標2-1
生物多様性に配慮した事
業活動を行う

◇植樹する場所の気象条
件や土壌条件を十分考慮
し、また、周辺環境の状
況に応じた樹種や郷土種
を中心に育成し、公共施
設において質の高い緑化
を進めます。
〈意見内容〉
生物多様性の保全は、土
着の生物を守ることにあ
りますので、「質の高い
緑化を進めます」を「土
着の生物に配慮した質の
高い緑化を進めます」と
していたただきたいで
す。

1

「土着の生物に配慮」について
は、「周辺環境の状況に応じた」
とし、土着に生物悪影響を与えな
い質の高い緑化を進めます。

90 第4章　行動計画　基本
戦略1　豊かな生物多様
性の保全を図る　行動目
標1-8　野生鳥獣の保
護・管理を行う

県の取組　①鳥獣保護管
理
〈意見内容〉
こちらにも、専門家の意
見の反映に関する記述が
抜けています。専門家の
調査による生息状況の把
握と生物多様性保全に関
わる連携を行う旨の文言
を記載いただきたいで
す。

1

鳥獣保護管理は、専門家による調
査や、意見を基に第二種特定鳥獣
管理計画などを策定し、管理を実
施しており、専門家と連携した取
り組みを行って参ります。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【記述済み】

Ｐ７８

・「市町村や各種団体に
呼びかけ、生物多様性
フォーラムを開催し、生
物多様性を県民運動とし
ていきます。」
「」を追加してくださ
い。
・「生物多様性フォーラ
ムの開催」を追加してく
ださい。
　生物多様性は、あらゆ
る場面の目標において重
要なキーワードです。教
育・農業・政治・経済だ
けでなくその根幹に関わ
る私たちすべての命の問
題です。
県民にその重要性を広め
ていくために、フォーラ
ム開催を各地域ごとと
し、生物多様性保全の活
動を浸透させましょう。
私たちも協力します。

93
～
97

第4章　行動計画　基本
戦略3　生物多様性の大
切さを学び行動する　行
動目標3-1　生物多様性
の教育を推進する

・機会づくりに「多様な
県民を意識的に参集し、
戦略を共有するために、
県内各所でフォーラムを
開催する」を追加して下
さい。
・「◇県民が一丸となっ
て生物多様性保全に取り
組んでいけるよう、市町
村や各種団体に呼びか
け、『生物多様性フォー
ラム』を開催します。」
を付加していただきたい
です。
私たちも協力しますの
で、ぜひ、各林務環境事
務所ごとに「生物多様性
フォーラム」を開催し、
生物多様性の重要性が県
民に浸透し、生物多様性
保全の活動の輪が広まる
ようにしましょう。
・機会づくりに「多様な
県民を意識的に参集し、
戦略を共有するために、
県内各所でフォーラムを
開催する」を追加して下
さい。

5

「県民の貴重な財産である豊かな
自然環境の保全や貴重な動植物の
生態系を守るため、自然保護大会
などの各種イベントやレッドデー
タブック及び条例指定種パンフ
レット、ホームページなどを通じ
て適切な知識の普及を図りま
す。」との記述中の各種イベント
に含んでおります。フォーラムの
開催については、検討して参りま
す。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【記述済み】

Ｐ７８

【修正加筆等意見反映】

Ｐ７９

【記述済み】

Ｐ８０

100
～

101

第4章　行動計画　基本
戦略3　生物多様性の大
切さを学び行動する　行
動目標3-2　生物多様性
の保全活動を活発にする

・環境保全活動に「市町
村の生物多様性地域戦略
策定並びにネイチャーポ
ジティブ宣言を支援しま
す」を追加して下さい。
・環境保全活動に「市町
村の生物多様性地域戦略
策定並びにネイチャーポ
ジティブ宣言を支援しま
す」を追加して下さい。

2

「生物多様性地域戦略について～
多くの市町村が生物多様性に関す
る取組を定めるよう支援しま
す。」との記述に含まれておりま
す。ネイチャーポジティブ宣言の
支援については、方法等について
検討して参ります。

99 第4章　行動計画　基本
戦略3　生物多様性の大
切さを学び行動する　行
動目標3-1　生物多様性
の教育を推進する

富士山レインジャー
[意見内容]
表記としては「富士山レ
ンジャー」ではないで
しょうか

1

ご意見のとおり、「富士山レン
ジャー」に改めます。

98 第4章　行動計画　基本
戦略3　生物多様性の大
切さを学び行動する　行
動目標3-1　生物多様性
の教育を推進する

生物多様性教育の実践が
必要である
ネイチャーポジティブ、
30 by 30、SDGsを担う人
がいなければ、それぞれ
の目標達成はない。それ
を担い手は、みんなであ
る。
したがって、生物多様性
教育を県民全員にすべき
である。
特に、県内の企業、行政
担当への生物多様性教育
から実施すべきである。
１）県内企業に生物多様
性教育・SDGs教育を始め
る必要性の理由
１：SDGsのウエディング
ケーキにあるように、経
済の基盤が自然であるよ
うに企業活動は、自然・
生物多様性の恵みにより
支えられていること
２：日本国民の約7割は企
業に勤める社員とその家
族より構成されている。
したがって、その企業を
変えることが重要となる
２）行政者への必要な理
由
県市町村へ行政者は、生
物多様性推進の要となる
からであ

1

生物多様性教育はご意見のとおり
重要であることから、本戦略は子
供から大人まで、理解が深まる構
成や表現とすることとしておりま
す。また、生物多様性の教育推進
についてP78、P79に記載しており
ます。
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番
号

箇　所 意見の内容 意見数
意見に対する県の考え方

（対応方針）

提出された意見の内容とそれに対する県の考え方（対応方針）

「やまなし生物多様性地域戦略」（素案）

【反映困難】

Ｐ８０

【実施段階検討】

Ｐ８２

【修正加筆等意見反映】

Ｐ８３

【修正加筆等意見反映】

Ｐ８５

【修正加筆等意見反映】

Ｐ８６

106 資料編　資料１　用語解
説

3R+Renewable（用語解
説）
[意見内容]
 3Rと同様に、「：再生可
能」と日本語の意味を加
えて頂ければと思いま
す。

1

ご意見のとおり、「：再生可能」
を加えます

105 資料編　資料１　用語解
説

特定外来生物（用語解
説）
[意見内容]
明治元年以降に導入され
た外来生物が対象、と付
け加えて頂ければと思い
ます。「いつから」と聞
かれることがよくあるの
で。

1

ご意見のとおり、「おおむね明治
元年以降に導入された」を加えま
す。

104 第5章　推進体制と進行
管理　第2節　戦略の進
行管理　2-1　継続的改
善による進行管理

計画（plan）の囲み
〇毎年度、１年間の市の
取り組み状況を踏まえた
改善
☟
〇毎年度、１年間の県の
取り組み状況を踏まえた
改善

1

ご意見のとおり、「県」に修正い
たします。

103 第5章　推進体制と進行
管理　第1節　戦略の推
進体制

「各主体との連携・協力
の強化」の中に、「関係
団体を網羅した推進協議
会の設置、及び毎年の協
議会の開催や関連事業の
実施」の趣旨を追加して
盛り込んでください。

1

連携・強化に向け、どのような取
り組みが有効か意見を伺いなが
ら、実施に向けた検討を行って参
ります。

102 第4章　行動計画　基本
戦略3　生物多様性の大
切さを学び行動する　行
動目標3-2　生物多様性
の保全活動を活発にする

県の取組　②環境保全活
動
〈意見内容〉
県民、事業者だけでな
く、県職員の皆様にも共
に活動をしていただけた
ら、非常に県民の理解も
得られやすくなるのでは
ないでしょうか。そのよ
うな旨の文言を記載され
るのはいかがでしょう
か。

1

県職員も県民の一員であり、生物
多様性の保全につながる活動に積
極的に参加するよう戦略の周知に
努めます。
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